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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧

「環境影響評価法」第 7条の規定に基づき、当社は、環境の保全の見地からの意見を求

めるため、方法書を作成した旨およびその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算し

て 1 月間縦覧に供した。

(1) 公告の日

平成 22 年１月 26 日（火）

(2) 公告の方法

① 平成 22 年１月 26 日（火）付けで、下記の日刊新聞紙に「お知らせ」公告を掲載

した。 （別紙 1参照）

・朝 日 新 聞 （朝刊 35 面、千葉県版）

・読 売 新 聞 （朝刊 30 面、千葉県版）

・毎 日 新 聞 （朝刊 23 面、千葉県版）

・産 経 新 聞 （朝刊 19 面、千葉県版）

・日本経済新聞 （朝刊 33 面、千葉・首都圏経済版）

・千 葉 日 報 （朝刊 19 面）

② 上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。

・当社ホームページ（http://www.tepco.co.jp）に平成 22 年１月 25 日（月）より

掲示 （別紙 2－1～4参照）

(3) 縦覧期間

① 縦覧期間：平成 22 年１月 26 日（火）から平成 22 年２月 25 日（木）まで

（自治体庁舎については閉庁日を除く。

また、当社事業所については土曜日・日曜日・祝日を除く。）

② 縦覧時間：自治体庁舎（開庁時間）

当社事業所（午前９時から午後５時まで）

なお、縦覧期間終了後も、上記縦覧時間において平成 22 年３月 11日（木）まで閲

覧可能とした。

(4) 縦覧場所及び縦覧者数

① 縦覧場所：14 箇所 （別紙 2－2参照）

② 縦覧者数：58 名（縦覧者名簿記載者数）
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２．環境影響評価方法書についての意見の把握

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の

意見書の提出を受け付けた。

(1) 意見書の提出期間

平成 22 年１月 26 日（火）から平成 22 年３月 11日（木）まで

（縦覧期間及びその後 2週間、郵送の受付は当日必着とした。）

(2) 意見書の提出方法

環境保全の見地からの意見についての記載方法及び意見書用紙を縦覧場所に備え付

け、郵送により意見を受け付けた。 （別紙 3参照）

(3) 意見書の提出状況

提出された意見書の総数は 1通（意見の総数：20件）であった。
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日刊新聞紙に掲載した公告

別紙１
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当社ホームページ記載内容

五井火力発電所更新計画に係る環境影響評価方法書の届出について

～世界最高水準の熱効率約 61％を実現する「ＭＡＣＣⅡ」を導入～

平成 22 年１月 25 日

東 京 電 力 株 式 会 社

当社は、本日、五井火力発電所の設備更新に係る環境への影響を評価するための調査・予測・

評価方法を取りまとめた「五井火力発電所更新計画環境影響評価方法書」（以下、「方法書」）を経

済産業大臣に届け出るとともに、千葉県知事、市原市長、千葉市長および袖ケ浦市長に送付いた

しました。

五井火力発電所は、昭和 38 年６月に初号機が営業運転を開始して以来、現在１～６号機(出力

合計 188.6 万ｋＷ)が稼動しておりますが、既に 46年以上経過していることから、設備の経年劣

化に対応するため、今回の更新を計画するものです。

具体的には、現在稼働している１～６号機の発電設備を廃止・撤去したうえで、平成 30 年代

前半に１系列３軸構成の最新鋭ＬＮＧ火力発電設備へ設備更新する計画で、発電設備には、「川崎

火力発電所２号系列２軸、３軸設備増設計画」（現在、環境影響評価手続中）と同様に、世界最高

水準の熱効率約 61％を実現する、ガスタービン燃焼温度 1,600℃級コンバインドサイクル発電（通

称「ＭＡＣＣⅡ」）を採用いたします。

なお、本方法書につきましては、環境影響評価法第７条の規定に基づき、１月 26 日から２月 25

日までの期間、別紙の行政機関ならびに五井火力発電所にて縦覧し、皆さまのご意見を広くいた

だいてまいります。

当社は、経済産業省をはじめとした関係各所のご指導や、地域の皆さまのご意見を賜りながら着

実に計画を実施してまいります。

＜計画の概要＞

名 称：五井火力発電所更新計画

所 在 地：千葉県市原市五井海岸１番地

発 電 方 式：コンバインドサイクル発電方式

発電設備出力：213 万ｋＷ（71 万ｋＷ×３軸）

使 用 燃 料：液化天然ガス（ＬＮＧ）

発電端熱効率：約 61％（低位発熱量基準）

運転開始時期：１号系列１軸 平成 33年度（予定）

１号系列２軸 平成 34 年度（予定）

１号系列３軸 平成 35 年度（予定）

以 上

別紙２－１
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環境影響評価方法書の縦覧について

１．方法書の縦覧期間

平成 22 年 1 月 26 日（火）から同年 2月 25 日（木）まで

（自治体庁舎については、閉庁日を除きます）

（当社事業所については、土曜日、日曜日、祝日を除きます）

なお、縦覧期間終了後も平成 22 年 3 月 11 日（木）まで閲覧いただけます。

２．方法書の縦覧場所

縦 覧 場 所 所 在 地

自治体庁舎等
千葉県環境生活部環境政策課 千葉市中央区市場町 1－1

市原市環境部環境管理課 市原市国分寺台中央 1－1－1

市原市五井支所 市原市五井中央西 2－3－13

市原市市原支所 市原市八幡 1050－3

千葉市環境局環境保全部環境調整課 千葉市中央区千葉港 1－1

千葉市中央区役所総務課 千葉市中央区中央 3－10－8

千葉市美浜区役所総務課 千葉市美浜区真砂 5－15－1

千葉市花見川区役所総務課 千葉市花見川区瑞穂 1－1

千葉市稲毛区役所総務課 千葉市稲毛区穴川 4－12－1

千葉市若葉区役所総務課 千葉市若葉区桜木北 2－1－1

千葉市緑区役所総務課 千葉市緑区おゆみ野 3－15－3

千葉市中央図書館 千葉市中央区弁天 3－7－7

袖ケ浦市市政情報室 袖ケ浦市坂戸市場 1－1

当社事業 所 五井火力発電所 市原市五井海岸 1

別紙２－２
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環境影響評価の手続きについて

別紙２－３
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コンバインドサイクル発電方式の概要

○ コンバインドサイクル発電方式とは、ガスタービン発電と汽力発電の長所を組み

合わせた発電方式で、高温高圧の燃焼ガスの膨張力によりガスタービンを回転させ

ると同時に、ガスタービンを回転させた後の高温の排ガスをボイラに導き、蒸気を

発生させ、蒸気タービンを回転させて発電する仕組みです。

○ 熱効率が高く、発電電力量あたりの二酸化炭素の排出量を低減できるとともに、

出力の３分の２をガスタービンが負担するため、汽力発電に比べて温排水量を低減

することができるなどの特徴を有しています。

別紙２－４
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別紙３
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要とこれに

対する当社の見解

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出によ

り述べられた環境の保全の見地からの意見は 20 件であった。

「環境影響評価法」第 9条及び「電気事業法」第 46 条の 6第 1項の規定に基づく、方

法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。
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環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解

１．事業計画

No. 意見の概要 当社の見解

1 今回更新計画する五井火力発電所の寿命

は、50 年～100 年と想定されます。五井火力

発電所更新による環境負荷の低減から、より

良い環境の創造への貢献対策へ発想を転換す

ることを提案します。

本計画においては、現時点で営業運転し

ている最高効率の機種（1,500℃級コンバ

インドサイクル発電、More Advanced

Combined Cycle、以下「MACC」という。）

より、さらに高効率の次世代機種（1,600℃

級コンバインドサイクル発電、以下「MACC

Ⅱ」という。）の採用を予定しており、将

来的にもより良い環境の創造へ寄与でき

るものと考えています。

また、将来的にも当社全体として、より

良い環境の創造への貢献について検討し

てまいりたいと考えています。

（参考：MACC、MACCⅡの熱効率について）

MACC ：約 59％

MACCⅡ：約 61％

2 今回の更新計画に追加し、現在の時点で予

測可能な、将来の追加増設設備を計画し、長

期間継続的に環境を改善していく事が必要で

す。

3 今後五井火力発電所の存続する約 50 年間

～100 年間を予測し、社会環境へのマッチン

グを検討することを提案します。

（事例）

将来の増設設備として、隣接地域に海水淡

水化プラントの建設を計画し、地域住民への

飲料水他の供給やヒートアイランド対策とし

ての水面の増加を実施します。将来の五井火

力発電所の稼働率と電力の需要予測を明確に

し、海水淡水化やヒートアイランド対策とし

ての水面増加へ供給する電力量を計画しま

す。

本計画においては、現時点で営業運転し

ている最高効率の機種（MACC）より、さら

に高効率の次世代機種(MACCⅡ)の採用を

予定しており、化石燃料の使用削減および

低炭素社会の実現に向けた取り組みとい

う観点から、社会環境にマッチングした設

備であるものと考えています。

また、将来的にも当社全体として、社会

情勢などを見ながら社会環境へのマッチ

ングについて検討してまいりたいと考え

ています。

4 更新後の五井火力発電所のライフサイクル

を考慮し、長期的な視点で、将来の法律への

対応や長期的な地域への貢献を実現する必要

があります。

本計画は、現時点で営業運転している最

高効率の機種（MACC）より、さらに高効率

の次世代機種(MACCⅡ)の採用を予定して

おり、将来的にもより良い環境の創造へ寄

与できるものと考えています。

そして、今後、環境等に関する法令等の

制定・改定があった場合にも適切に対応し

つつ、こうした設備を将来に亘って安全・

的確に運転していくことが、地域社会の一

員として地域の貢献に資するものと考え

ています。
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２．環境全般

No. 意見の概要 当社の見解

5 今回の五井火力発電所の更新により改善さ

れる環境条件を明確化することを提案しま

す。

（事例）

周辺地域に対する毎年継続的な貢献対策と

して、周辺地域の緑化面積を毎年計画的に増

加します。地域住民の協力を得て、緑化によ

り増加するヒートアイランド現象の低減効果

を毎年定期的に記録し公表します。継続的に

改善効果の経時変化を記録するチェックシー

トのフォームを設定しまとめます。

環境影響評価方法書において本事業に

おける環境影響評価の項目を選定してお

り、これらについて今後、実行可能な範囲

で環境影響が回避または低減できるよう

十分な検討を進め、検討結果を環境影響評

価準備書において明らかにします。これら

のことから五井火力発電所の更新により

改善される環境項目を明確にします。

なお、本計画における緑化計画の詳細は

今後検討し、その結果を環境影響評価準備

書に記載します。

また、当社は、重点的に取り組むべき主

要な環境影響や環境保全対策について環

境指標を定め、可能な限り定量的な目標値

を掲げて、その達成に向け定期的なチェッ

ク＆レビューを実施しており、その内容を

ホームページやサステナビリティレポー

トを通じて定期的に発信しています。

環境改善への貢献については当社全体

として、社会情勢などを見ながら検討して

まいりたいと考えています。

6 環境評価面で社会環境をリード出来る項目

を明確にすることを提案します。

（事例）

地域環境改善に対するアピールを継続的に

発信するために、地域環境モニタリングシー

トの公表を毎年定期的に実施します。毎年継

続的に五井火力発電所の設備を増強し環境改

善に貢献出来るプランを実現するための、キ

ャッシュフローを計画します。五井火力発電

所の設備増強計画を複数の工期に分割し、総

合的設備の分割的導入を実施します。地域住

民との合意形成を計りながら長期計画を実現

します。

３．大気関係

No. 意見の概要 当社の見解

7 触媒技術を活用し、更新後の五井火力発電

所の煙突から排出する排ガス中の NOX 濃度を

出来るだけ削減し、光化学スモッグの発生を

抑制することを提案します。

更新後の五井火力発電所の煙突から排出す

る排ガスの着地点や着地濃度を計算しシミュ

レーション解析することを提案します。

窒素酸化物対策としては、高性能の予混

合型低NOX燃焼機の採用により窒素酸化物

の発生を抑制するとともに、触媒技術を活

用した脱硝効率 90％の排煙脱硝装置を設

置する計画です。これら設備の諸元、気象

状況等を用いてNOXの拡散シミュレーショ

ンを行い、環境影響評価準備書に結果等を

記載します。

なお、工事中においても建屋の塗装につ

いては低 VOC 塗料を使用する等し、光化学

オキシダント生成の抑制に努めます。

（参考：窒素酸化物の排出濃度について）

現状：31～80ppm

将来：5ppm
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４．景観関係

No. 意見の概要 当社の見解

8 環境影響評価方法書に周囲の景観への配慮

に対する未来の予測に対して記載事項を設け

ることを提案します。

景観については新たな施設の存在に伴

い周辺の眺望点からの眺望景観の変化が

想定されることから環境影響評価方法書

において、環境影響評価の項目として選定

しています。

今後、主要な眺望景観の状況等について

現地調査を行ったうえで環境影響の予測

ならびに評価を実施し、環境影響評価準備

書にその結果を記載します。

５．温暖化関係

No. 意見の概要 当社の見解

9 五井火力発電所に C02 削減対策に対する機

能的なプラント設備を導入し、新しい事業の

世界を提案し実現するために、将来の増設設

備として、五井火力発電所の煙突から排出す

る C02 の回収設備導入を計ることを提案しま

す。

本計画においては、化石燃料の中でも環

境負荷の小さい液化天然ガス（LNG）を燃

料として使用し、さらに、現時点で営業運

転している最高効率の機種（MACC）より、

さらに高効率の次世代機種（MACCⅡ）の採

用を予定しており、より良い環境の創造へ

貢献できるものと考えています。

また、CCS（二酸化炭素回収・貯留）や

水素燃料など、将来的な更なる二酸化炭素

削減対策については、技術開発の動向など

を見ながら、検討してまいりたいと考えて

います。

10 （C02の回収設備導入の）更に次のステップ

として、五井火力発電所の煙突から C02を排出

しない燃料(水素燃料 H2を酸素 02と反応させ

高温高圧の水蒸気 H20 を発生しタービンで発

電します。)への転換を、将来の構想へ追加す

る事が必要です。

11 総合的な地域貢献のプランとして、C02を積

極的に吸収する地域社会での緑化事業や近隣

地域での太陽光発電/東京湾での洋上風力発

電他の自然エネルギー利用設備との組み合わ

せや、国内各地の原子力発電設備との協調方

法について加味する事が必要です。

本計画における緑化計画の詳細は今後

検討し、その結果を環境影響評価準備書に

記載します。

また、川崎市や山梨県などで大規模太陽

光発電設備の計画を進めており、洋上風力

発電については現時点では東京湾におけ

る具体的な計画はございませんが、東京大

学などと共同で実証研究を実施するなど、

再生可能エネルギーの利用拡大に取り組

んでいるところです。

原子力発電については、低炭素社会実現

に向けて中心的役割を担うべく、開発を進

めるとともに、安全・安定運転を前提に設

備利用率向上に努めています。



-13-

６．その他環境関係

No. 意見の概要 当社の見解

12 地域住民との共同作業で、地域社会環境の

長期的改善の継続を実現するためには、環境

に対するリスクコミュニケーションの定期

的会合の実施が必要です。

当社は五井火力発電所における事業活動

に関して、千葉県及び市原市との間で「環

境の保全に関する協定」を締結しています。

この協定は「健全で恵み豊かな環境を維持

しつつ、持続的に発展することができる社

会の実現に向け、相互の信頼関係のもとで

環境保全を推進する」という理念に基づい

ており、「環境保全活動の推進及び住民へ

の周知」についても明記されています。

また、当社では、地域社会の一員として

地域に貢献するために、地域安全、地域環

境保全、教育支援、福祉・文化活動など、

様々な活動を地域の皆様と共に行っていま

す。

五井火力発電所の運用開始後においても

「環境の保全に関する協定」を遵守すると

共に、現在取り組んでいる地域とのコミュ

ニケーションを継続してまいりたいと考え

ています。

13 更新後の五井火力発電所や、隣接する千葉

火力発電所や、アクアラインを活用し対岸の

増設計画中で環境影響評価実施中の川崎火

力発電所の地域住民との共同作業で、広域社

会環境の長期的改善の継続を実現するため

には、環境に対するリスクコミュニケーショ

ンの定期的会合の実施が必要です。

14 五井火力発電所の運用開始後も、継続的に

地域とのコミュニケーションを積極的に計

ることを提案します。

（事例）

窓口として、住民説明コーナーを設置しま

す。

15 将来の電力輸出事業に貢献するために、将

来の増設設備として電気自動車搭載電池他

への積極的な電気エネルギー供給機能を付

加することを提案します。

当社は、地下駐車場や一部のパーキング

エリアなどに急速充電器を設置し、自治体

や他企業と協働で充電器の性能、品質、利

便性に関わる実証試験を実施しています。

また、自動車メーカーと共同で、今後の

電気自動車のさらなる普及に必要不可欠な

急速充電器の設置箇所の拡大、および充

電方式の標準化を図ることを目的に

「ＣＨＡｄｅＭＯ協議会」を設立し、運輸

部門の二酸化炭素排出量削減に大きく貢献

する電気自動車の普及に取り組んでいま

す。

今後とも、積極的な電気エネルギー供給

形態について検討してまいります。

（参考：「ＣＨＡｄｅＭＯ」とは）

協議会が標準化を進めている急速充電器

の商標名。

「CHArge de MOve＝動く、進むためのチ

ャージ」、「de＝電気」、また「クルマの充電

中にお茶でもどうですか」の 3つの意味を

含む。
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６．その他環境関係

No. 意見の概要 当社の見解

16 プラントの個性をデザインすることを提案

します。

（事例）

五井火力発電所の東京湾岸エネルギーネッ

トワークでの位置付けを明確にし、将来の地

域発展の機動力にします。隣接する千葉火力

発電所との発電連携運用モデルや、アクアラ

インを活用し対岸の増設計画中で環境影響評

価実施中の川崎火力発電所との連携運用モデ

ルを計画し進化を継続します。将来の増設設

備として、太陽光発電や洋上風力発電との組

み合わせを検討します。複数の設備の更新や

定期点検の際の、電力供給量の不足をカバー

します。

今回、設備更新する五井火力発電所を含

め、当社発電所は送電系統（電力ネットワ

ーク）でつながっており、首都圏を中心と

した一都八県のサービス区域のお客様へ

安定した電力をお届けしています。

また、燃料関係についても、富津 LNG 基

地～東扇島 LNG 基地間を結ぶ東西ガス導

管を設置するなど、燃料面でのネットワー

クを形成しています。

なお、太陽光発電については、川崎市や

山梨県などで大規模太陽光発電設備の計

画を進めており、洋上風力発電について

も、東京大学などと共同で実証研究を実施

するなど、再生可能エネルギーの利用拡大

に取り組んでいるところです。

17 今回の環境影響評価の結果を長期的に維持

し、更新後の五井火力発電所の更なる改善を

進める手法を提案します。

（事例）

更新後の五井火力発電所のヒューマンエラ

ーを撲滅するための、JEAC4111/2009 根本原因

分析(RCA/Root Cause Ana1ysis)やリスクアセ

スメントに基づく感度解析や危険予知が必要

です。予兆発見活動の結果の統計的解析に基

づき、フェールセーフやフールプルーフの設

計手法の導入が必要です。ISO9000 シリーズ・

ISO14000 シリーズ・ISO27000 シリーズの組み

合わせや、OHSAS18001/2007，OHSAS 18002/2008

労働安全衛生マネジメントシステムを、活用

します。ISO 10002/2004， JIS Q 10002/2005

苦情対応マネジメントシステムも、活用しま

す。メンタルヘルスでは、青年層に多いうつ

病ディスチミア親和型を予防し、安全・安心・

健康な労働環境を維持します。

運転開始後の五井火力発電所の維持・運

用に当たっては、環境影響評価法第 38 条

第1項及び電気事業法第46条の20におい

て、「事業者は、評価書に記載されている

ところにより、環境の保全についての適正

な配慮をして当該対象事業を実施するよ

うにしなければならない」とあり、当社は

これを遵守してまいります。

また、当社では、災害防止に向けて、リ

スクアセスメントなどに基づき、「安全活

動計画」を策定し、活動を展開しています。

その中で定期的に安全活動の実施状況を

確認・評価し、適宜見直すことによって、

継続的な改善を図っています。
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６．その他環境関係

No. 意見の概要 当社の見解

18 プラント性能の経時劣化の改善方法につい

て提案します。

（事例）

更新後の五井火力発電所に対する、定期点

検工事の実施に関する、モデル事業のプラン

トにするために、将来はガスタービンの定期

点検のインターバルを延長し、3ヶ年目にター

ビン点検(T 点検)と 6 ヶ年目に本格点検(M 点

検)の導入(TM/6 年)や、短時間でのガスタービ

ンの起動を可能にする、急速起動対応可能型

のガスタービンの導入を計ります。将来的に

は、隣接する千葉火力発電所や、アクアライ

ンを活用し対岸の増設計画中で環境影響評価

実施中の川崎火力発電所との、ガスタービン

の共通部品の流用での定期点検部品供給や保

管での連携を計ります。更新後の五井火力発

電所のプラントライフサイクルのコスト削減

や C02排出量削減を進めます。更新後の五井火

力発電所や、隣接する千葉火力発電所や、ア

クアラインを活用し対岸の増設計画中で環境

影響評価実施中の川崎火力発電所の遠隔から

の一括運転状況の監視や連携運転操作や定期

点検も共通化します。

本計画において導入する MACCⅡについ

ても当社の他のコンバインドサイクル発

電設備同様、電気事業法に基づき定期事業

者検査等を実施し、その中でガスタービン

本体を分解し、タービン動翼、静翼、燃焼

器等、高温部品等について健全性を確認し

てまいります。

MACCⅡの運転、保守方法については、今

後実績を積み重ねた上で、高温部品等の点

検方法や保守期間を含め精査してまいり

ます。

五井火力発電所の運用開始後は発電設

備の適切な運転管理及び設備管理により、

CO2 排出量の抑制やライフサイクルコスト

の削減を図ります。

19 更新後の五井火力発電所のライフサイクル

コストやライフサイクル C02 排出量の削減の

方法を提案します。

（事例）

五井火力発電所の技術的な設計標準化手法

としてモジュラーデザイン(MD)や BOM 設計シ

ステムの活用があります。

20 更新後の五井火力発電所の定期点検に対す

る、サプライチェーン・バリューチェーンの

整備を実施し、ガスタービンや蒸気タービン

他に対する予備品保管の共通化・ロータロー

テーションの共通化・高温部品ローテーショ

ンの共通化・保守点検方法の共通化・技術教

育人員育成の共通化や、保守点検時期の調整

で連携協力し、優良なライフサイクルプラン

ト運用を計画することを提案します。


